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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接続されたメディア環境（２３０）内で使用するために、テスト装置（３００）の外側
にあるメディア機器（３５０）のテストを行うシステムであって、当該システムが前記テ
スト装置（３００）を備え、前記テスト装置が、
　入力機構（３０４）と、
　各々、特徴信号を生成するのに使用されうる複数のテストファイル（３３０）と、
　エミュレートされたメディアサーバ（３１２）を有し、前記メディア機器（３５０）か
らメディアサーバ（１５０）に向けた１つ以上のメディアアクセス要求を傍受し、対応す
る１つ以上のテストファイル（３３２、３３４、３３６）のプレイバックを前記メディア
機器（３５０）において発生するように構成された、テスト下のメディア機器（３５０）
と前記エミュレートされたメディアサーバ（３１２）との間に介在する、エミュレートさ
れたメディアゲートウェイ（３１０）と
を含み、
　前記テスト装置（３００）は、前記テスト下のメディア機器（３５０）においてメディ
アコンテンツにアクセスするためのコマンドを擬態するテストを実行するように構成され
、前記コマンドはテスト下の前記メディア機器（３５０）に前記メディアサーバ（３１２
）に向けた前記１つ以上のメディアアクセス要求を送信させるものであり、
　前記テスト装置（３００）は、前記入力機構（３０４）を用いることにより、各対応す
るテストファイルによって生成された前記特徴信号に従って、前記１つ以上のテストファ
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イル（３３２、３３４、３３６）の前記プレイバックを検出および認識するように構成さ
れた、システム。
【請求項２】
　前記入力機構（３０４）はマイクロホンであり、各テストファイル（３３２，３３４，
３３６）が、特定周波数を有するオーディオトラックのプレイバックを生成するために使
用される、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記システムが、一又は複数のテストスクリプト（３４０）を含み、前記一又は複数の
テストスクリプトは、前記テスト下のメディア機器（３５０）によって実行された時に、
前記メディア機器に、前記テストファイル（３３２，３３４，３３６）に関連づけられた
メディアコンテンツの制御のためのメディアアクセス要求を発信させるように定義された
テストコマンドを含む、請求項１又は２に記載のシステム。
【請求項４】
　特定のサイトで前記メディア機器（３５０）のテストを行い、上記テストの結果をロー
カルに報告するのに使用するために、前記テスト装置（３００）がそのサイトにおいて提
供される、請求項１から３のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項５】
　前記メディア機器の遠隔テストを行うために、特定のサイトで前記メディア機器（３５
０）のテストを行い、上記テストの結果をネットワークを介して遠隔位置へ報告するのに
使用するために、前記テスト装置（３００）がそのサイトにおいて提供される、請求項１
から４のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項６】
　接続されたメディア環境（２３０）内で使用するために、テスト装置の外側にあるメデ
ィア機器（３５０）のテストを行うために、テスト装置（３００）によって実施される方
法であって、
　入力機構（３０４）を含む前記テスト装置において、各々、特徴信号を生成するのに使
用されうる複数のテストファイル（３３０）にアクセスすることと、
　前記メディア機器（３５０）と、エミュレートされたメディアサーバ（３１２）との間
で、前記メディア機器（３５０）からメディアサーバ（１５０）に向けた１つ以上のメデ
ィアアクセス要求を傍受し、対応する１つ以上のテストファイル（３３２、３３４、３３
６）のプレイバックを前記メディア機器（３５０）において発生するように構成されたエ
ミュレートされたメディアゲートウェイ（３１０）を実行することと、
　前記テスト下のメディア機器（３５０）においてメディアコンテンツにアクセスするた
めのコマンドを擬態するテストを実行することであって、前記コマンドはテスト下の前記
メディア機器（３５０）に前記メディアサーバ（３１２）に向けた前記１つ以上のメディ
アアクセス要求を送信させるものである、テストを実行することと、
　前記入力機構（３０４）を用いて、各対応するテストファイルによって生成された前記
特徴信号に従って、前記１つ以上のテストファイル（３３２、３３４、３３６）の前記プ
レイバックを検出および認識することと、
　前記接続されたメディア環境（２３０）内での前記メディア機器（３５０）の性能を評
価するために、検出および認識された情報を使用することと
を含む方法。
【請求項７】
　前記入力機構（３０４）はマイクロホンであり、各テストファイル（３３２，３３４，
３３６）が、特定周波数を有するオーディオトラックのプレイバックを生成するために使
用される、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　システムが、一又は複数のテストスクリプト（３４０）を含み、前記一又は複数のテス
トスクリプトは、前記テスト下のメディア機器（３５０）によって実行された時に、前記
メディア機器に、前記テストファイル（３３２，３３４，３３６）に関連づけられたメデ
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ィアコンテンツの制御のためのメディアアクセス要求を発信させるように定義されたテス
トコマンドを含む、請求項６又は７に記載の方法。
【請求項９】
　特定のサイトで前記メディア機器（３５０）のテストを行い、上記テストの結果をロー
カルに報告するのに使用するために、前記テスト装置（３００）がそのサイトにおいて提
供される、請求項６から８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記メディア機器の遠隔テストを行うために、特定のサイトで前記メディア機器（３５
０）のテストを行い、上記テストの結果をネットワークを介して遠隔位置へ報告するのに
使用するために、前記テスト装置（３００）がそのサイトにおいて提供される、請求項６
から９のいずれか一項に記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は概してメディアコンテンツ、例えば音楽又は動画コンテンツ等を提
供することに関し、具体的には、接続されたメディア環境内で使用するために、音声スピ
ーカー又は他の種類のメディア機器のテスト及び認証を行うシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日の顧客は、多種多様のメディア機器を使用して任意の場所又は時刻に、例えば音楽
及び動画等の膨大な量のメディアコンテンツにアクセスする能力を享受している。信頼で
きる高速インターネット接続への利用可能性と、デジタル著作権の管理の進化によって、
ユーザはピア機器又は遠隔メディアサーバからオンデマンドでメディアコンテンツをスト
リーミングすることができる。
【０００３】
　接続されたメディア環境により、ユーザが特定のメディアコンテンツを再生するのに幾
つかのメディア機器のうちのどれを使用すべきかを選択することが可能になる。例えば、
ユーザは選択された歌を特定の音声スピーカーへストリーミングする、又は選択された映
画を特定のテレビ受信機にストリーミングすることを所望しうる。最適なユーザ経験を提
供するためには、上記メディア機器が接続されたメディア環境内で十分に動作する必要が
ある。本発明の実施形態が使用可能な種類の環境の、幾つかの実施例が存在する。
【発明の概要】
【０００４】
　一実施形態によれば、本書に記載されるのは、接続されたメディア環境内で使用するた
めに、メディア機器のテスト及び認証を行うシステム及び方法である。テスト装置は、例
えばマイクロホン等の入力機構、及び複数のテストファイルを含む。各テストファイルを
使用して、例えば特定周波数を有するオーディオトラック等の特徴信号を生成することが
できる。テスト装置は、例えば音声スピーカー等のテスト下のメディア機器と、メディア
サーバとの間のメディアゲートウェイをエミュレートする。テストスクリプトを使用して
、テスト下の機器においてメディアコンテンツを再生する、又は他の方法でアクセスする
コマンドを真似ることができる。そのテストファイルによって生成された特徴信号に従っ
て、特定のテストファイルの再生が検出され、認識されうる。結果的に得られた情報を使
用して、接続されたメディア環境内でのメディア機器の性能が評価されうる、及び／又は
動作が証明されうる。
【０００５】
　一実施形態によれば、テスト装置は、特定のサイトに、そのサイトでメディア機器のテ
ストを行い、上記テスト結果をローカルに、あるいはメディア機器の遠隔テスト及び認証
においてネットワークを介して遠隔位置又は認証プロバイダのいずれかへ報告するのに使
用するために、提供されうる。
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【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】一実施形態に係る、メディア環境の一実施例を示す図である。
【図２】一実施形態に係る、接続されたメディア環境の一実施例を示す図である。
【図３】一実施形態に係る、接続されたメディア環境の一実施例を示す別の図である。
【図４】一実施形態に係る、接続されたメディア環境内で使用するために、メディア機器
のテスト及び認証を行うテスト装置を含むシステムを示す図である。
【図５】一実施形態に係る、メディア機器のテスト及び認証を行うシステムを示す別の図
である。
【図６】一実施形態に係る、メディア機器のテスト及び認証を行う方法を示すフロー図で
ある。
【図７】一実施形態に係る、分散テスト環境において使用されうるメディア機器のテスト
及び認証を行うシステムを示す図である。
【図８】一実施形態に係る、分散テスト環境においてメディア機器のテスト及び認証を行
う方法を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　上述したように、接続されたメディア環境によりユーザが幾つかのメディア機器のうち
のどれを、例えばどのパソコンシステム、ハンドヘルドエンターテイメント機器、タブレ
ット機器、スマートフォン、テレビ受信機、音声スピーカー、車内エンターテイメントシ
ステム、又は他の種類のメディア機器を使用して特定のメディアコンテンツを再生するべ
きかを選択することが可能になる。例えば、ユーザは選択された歌を特定の音声スピーカ
ー機器にストリーミングする、あるいは選択された映画を特定のテレビ機器へストリーミ
ングすることを所望しうる。
【０００８】
　いくつかの接続されたメディア環境では、ユーザは、別のメディア機器、例えばスマー
トフォンを使用して、１つのメディア機器、例えば音声スピーカー、又はテレビ受信機に
おいてメディアコンテンツの再生を制御することができる。各メディア機器は、バックエ
ンドメディアサーバがメディアコンテンツをストリーミングする潜在的な送り先として機
器を認識することを可能にするアカウントに関連付けられうる。メディアコンテンツにア
クセスするためのユーザコマンド又は要求は、そのメディアコンテンツにアクセスするべ
き適切な送り先に関連付けられうる。
【０００９】
　例えば、スマートフォンを使用して、送り先の音声スピーカーで再生するために、メデ
ィアサーバへ「次の歌（ｎｅｘｔ　ｓｏｎｇ）」コマンドを送信することができる。メデ
ィアサーバは次に、対応する歌をその音声スピーカーへストリーミングすることができる
。コマンドは同様に例えば、送り先の機器によって、一時停止する、再生する、スキップ
する、又は他のやり方でメディアコンテンツへのアクセスを制御するために使用されうる
。
【００１０】
　接続されたメディア環境の一実施例は、本書で全体的に例示として使用される「Ｓｐｏ
ｔｉｆｙ　Ｃｏｎｎｅｃｔ」であるが、本書に記載される特徴及び技術を他の種類の接続
されたメディア環境でも使用可能である。
【００１１】
　接続されたメディア環境内で最適なユーザ経験を提供するためには、環境内でメディア
機器が良好に動作する必要がある。これに対処するためには、機器が環境内で予想通りに
確実に動作する又は応答するように、各メディア機器の動作をメディア機器の製品開発中
に好ましくは検査すべきである。例えば、ユーザが送り先の機器で歌をプレイバックする
ことを選択した場合、上記プレイバックは迅速に、目立った中断を最小限に抑えて実施さ
れるべきである。
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【００１２】
　メディア機器の適合性検査は、手動で、又は主観的な手段を使用して提供されうる。例
えば、人間のテスト担当者は例えば、選択されたメディアコンテンツ全体を再生する又は
スキップする等、送り先の機器で一連のコマンドを実行し、その後テスト担当者らの見識
に基づいて、各コマンドが機器において良好に完了したか否かを決定しうる。
【００１３】
　しかしながら、上記方法は概して遅く、たくさんの労力がかかり、主観的な性質を持ち
、テスト担当者が提供できるデータの種類に限りがある。加えて、機器のファームウェア
及びその他の特性は定期的に変化する可能性があり、再テスト、そして更に別の労力がか
かる一連の作業が要求される。
【００１４】
　一実施形態によれば、本書に記載されるのは、接続されたメディア環境内で使用するた
めのメディア機器のテスト及び認証を行うシステム及び方法である。テスト装置は、例え
ばマイクロホン等の入力機構と、複数のテストファイルを含む。各テストファイルを使用
して、例えば特定周波数を有するオーディオトラック等の特徴信号を生じさせることがで
きる。テスト装置は、例えば音声スピーカー等のテスト下のメディア機器と、メディアサ
ーバとの間のメディアゲートウェイをエミュレートする。テストスクリプトを使用して、
テスト下の機器において再生する、又は他の方法によりメディアコンテンツへアクセスす
るコマンドを真似ることができる。特定のテストファイルのプレイバックは、そのテスト
ファイルによって生成される特徴信号に従って検出され認識されうる。結果として得られ
たテスト情報を使用して、接続されたメディア環境内での性能を評価する、及び／又はメ
ディア機器の動作を認証することができる。
【００１５】
　例えば、結果的な情報を使用して、例えばオーディオトラックの再生を開始する、次の
トラックへスキップする、プレイバック音量を変更する等のコマンドに対するメディア機
器の反応性を記載したレポート又はスコアカードを作成することができる。
【００１６】
　一実施形態によれば、テスト装置は、特定のサイトに、そのサイトでメディア機器のテ
ストを行い、上記テスト結果をローカルに、あるいはメディア機器の遠隔テスト及び認証
においてネットワークを介して遠隔位置又は認証プロバイダのいずれかへ報告するのに使
用するために、提供されうる。
【００１７】
メディア環境
　図１に、一実施形態に係るメディア環境の一例を示す。
【００１８】
　図１に示すように、一実施形態によれば、クライアント装置として機能しているメディ
ア機器１０２は、バックエンドメディアサーバシステム１４２（メディアサーバ）によっ
て、又は別のシステム又はピア装置によって提供されるメディアコンテンツを受信し、再
生することができる。一実施形態によれば、クライアント装置は例えば、パーソナルコン
ピュータシステム、ハンドヘルドエンターテイメント機器、タブレット型機器、スマート
フォン、テレビ受信機、音声スピーカー、車内エンターテイメントシステムであってよく
、又は提示用メディアコンテンツの準備、メディアコンテンツの提示の制御、及び／又は
メディアコンテンツの再生又はその他の提示を行うように適合された、あるいは行うこと
が可能である他の種類の電子又はメディア機器であってよい。
【００１９】
　一実施形態によれば、各クライアント装置及びメディアサーバはそれぞれ、例えば一又
は複数のプロセッサ（ＣＰＵ）、物理メモリ、ネットワークコンポーネント、又は他の種
類のハードウェアリソース等の一又は複数の物理的機器又はコンピュータのハードウェア
リソース１０４、１４４を含みうる。
【００２０】
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　例示の目的のために単一のクライアント装置及び単一のメディアサーバを図示したが、
一実施形態によれば、メディアサーバは複数のクライアント装置の同時使用をサポートし
うる。同様に、一実施形態によれば、クライアント装置は複数のメディアサーバによって
提供されるメディアコンテンツにアクセスしうる、又は一又は複数のメディアサーバによ
って作成された異なるメディアストリーム間で切替え可能である。
【００２１】
　一実施形態によれば、クライアント装置は任意選択的に、メディアオプション、例えば
メディアタイル、サムネイル、又は他の形式のアレイを表示するように適合され、ユーザ
インタラクション又は入力を決定するユーザインターフェース１０６を含みうる。特定の
メディアオプション、例えば特定のメディアタイル又はサムネイルの選択をユーザ及び／
又はクライアント装置によるメディアサーバへのコマンドとして使用して、対応する特定
のメディアアイテム、又はメディアコンテンツのストリームをダウンロードする、ストリ
ーミングする、又は他の方法でアクセスすることができる。
【００２２】
　一実施形態によれば、クライアント装置には、遠隔操作方式で、要求しているクライア
ント装置（すなわち制御装置）、又は被制御クライアント装置（すなわち被制御装置）の
いずれかにおいて再生するために、メディアサーバから受信したメディアコンテンツのプ
レイバックを制御するのに使用されうる、メモリ内メディアコンテンツバッファ１１０、
及びデータバッファリングロジック１１２と共に、メディアアプリケーション１０８が含
まれうる。接続されたメディア環境のファームウェア又はロジック１２０により、機器が
接続されたメディア環境内に加わることが可能になる。
【００２３】
　一実施形態によれば、メディアコンテンツバッファと共にデータバッファリングロジッ
クにより、メディアアイテムの一部、又はそれらのサンプルをクライアント装置において
事前にバッファリングすることが可能になる。
【００２４】
　例えば、メディアオプションを、例えばメディアタイル又はサムネイルとしてユーザイ
ンターフェース上に表示するために準備している間、要求された時に即座に、また効率的
にプレイバックするために、これらに関連するメディアコンテンツを同時に事前バッファ
リングして、これらのメディアコンテンツバッファにおいて一又は複数のクライアント装
置によってキャッシュしておくことができる。
【００２５】
　一実施形態によれば、メディアサーバには、例えば音楽、ビデオ又は他の形態のメディ
アコンテンツをクライアント装置又は被制御装置へストリーミングするのに使用されうる
メディアサーバアプリケーション１５０の実行をサポートするオペレーティングシステム
１４６、又は他の処理環境が含まれうる。
【００２６】
　一実施形態によれば、メディアサーバは、クライアント装置又はユーザが関連アカウン
トと認証情報を有することができ、ユーザのクライアント装置がメディアサーバと通信し
て、メディアサーバからコンテンツを受信することを可能にする、サブスクリプション方
式のメディアストリーミングサービスを提供しうる。
【００２７】
　クライアント装置から受信したメディアアクセス要求には、メディアアクセス要求の処
理に応じて、例えばメディアサーバがストリーミングをすべき、あるいは他のやり方でメ
ディアコンテンツを提供すべき送り先のクライアント装置を識別するネットワークアドレ
スの情報が含まれうる。
【００２８】
　例えば、ユーザはメディアサーバから受信したメディアコンテンツを提示できる幾つか
のクライアント装置、例えばスマートフォン及び音声スピーカー等を所有しうる。一実施
形態によれば、メディアアクセス要求が含まれた識別情報には、メディアアクセス要求が
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特定の目的の装置と共に使用されることが意図されるということを識別する、例えばＩＰ
アドレス、ＭＡＣアドレス、又は機器名等の識別子が含まれうる。
【００２９】
　これにより、ユーザが例えば、自分のスマートフォンを制御クライアント装置として、
また自分の音声スピーカーをメディアコンテンツが送られるべき被制御クライアント装置
として使用することが可能になる。メディアサーバは次に、要求がユーザのスマートフォ
ンから発したものであったとしても、音声スピーカーに要求されたメディアを送信する、
及び／又はメディアアクセス要求を転送することができる。
【００３０】
　一実施形態によれば、メディアアプリケーションインターフェース１４８は、メディア
コンテンツをメディアサーバから読み出すために、クライアント装置から、又は他のシス
テムから要求を受信しうる。コンテキストデータベース１６２は、例えばクライアント装
置によって提示されているメディアストリーム内の現在の位置、又はメディアストリーム
に関連付けられたプレイリスト、又は一又は複数の前に表示されたユーザのプレイバック
嗜好傾向等を含む、クライアント装置によるメディアコンテンツの提示に関連付けられた
データを記憶しうる。メディアサーバは、メディアストリームに関連付けられたコンテキ
スト情報を、そのストリームを提示しているクライアント装置へ送信し、これによりコン
テキスト情報がクライアント装置によって使用されうる、及び／又はユーザに表示されう
る。一実施形態によれば、コンテキストデータベースを使用して、メディア機器の現在の
メディア状態をメディアサーバに記憶させ、クラウドのような形式でその状態を機器間で
同期させることができる。あるいは、一実施形態によれば、メディア状態をピアツーピア
形式で共有し、各機器はそれ自体の現在のメディア状態を認識し、そして必要に応じて他
の機器と同期することができる。
【００３１】
　例えば、一実施形態によれば、メディアコンテンツがストリーミングされている目的の
クライアント装置が制御装置から被制御装置へ、あるいは第１の被制御装置から第２の被
制御装置へ変化すると、次にメディアサーバシステムは、アクティブメディアコンテンツ
に関連付けられたコンテキスト情報を、メディアコンテンツの再生において新たに指定さ
れた目的の装置によって使用されるようにその装置へ送信しうる。
【００３２】
　一実施形態によれば、メディアコンテンツデータベース１６４には、そのメディアコン
テンツが記載されたメタデータと共に、例えば音楽、歌、ビデオ、映画、又はその他のメ
ディアコンテンツ等のメディアコンテンツが含まれうる。ユーザ及びクライアント装置が
特定のメディアアイテムを見つけるため、メディアコンテンツのリポジトリ内を検索する
ことを可能にするために、メタデータが使用されうる。
【００３３】
　一実施形態によれば、バッファリングロジック１８０を使用して、メディアアイテム又
はコンテンツに、読出し又は他のやり方でアクセスすることができ、クライアント装置又
は他のシステムからの要求に応じて、メディア配信モジュール１５２において、メディア
コンテンツバッファ１８１に、対応するメディアコンテンツデータのストリーム１８２、
１８４、１８６と共に追加することができる。その後、要求している装置、又は被制御装
置へ戻すことができる。
【００３４】
　一実施形態によれば、複数のクライアント装置、メディアサーバシステム、及び／又は
被制御装置は、例えばＩｎｔｅｒｎｅｔ１９０、ローカルエリアネットワーク、ピアツー
ピア接続、無線又はセルラーネットワーク、又は他の形態のネットワーク等のネットワー
クを使用して、互いに通信しうる。ユーザ１９２はクライアント装置においてユーザイン
ターフェースと情報をやり取りして、例えば選択された音楽又はビデオアイテムをユーザ
のクライアント装置又は被制御装置で再生する、又はメディアチャンネル又はビデオスト
リームをユーザのクライアント装置又は被制御装置にストリーミングする等、メディアコ
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ンテンツへのアクセス要求を発信することができる。
【００３５】
　例えば、一実施形態によれば、特定のメディオプションのユーザの選択を、サーバのメ
ディアアプリケーションインターフェースを介してメディアサーバに伝達すること１９６
ができる。メディアサーバは、メディアコンテンツデータの一又は複数のストリームを含
む対応するメディアコンテンツ２０６と共に、サーバ２０４においてそれ自体のメディア
コンテンツバッファを追加することができる。メディアサーバは次に、選択されたメディ
アコンテンツをユーザのクライアント装置へ、又は必要に応じて被制御装置へ伝達するこ
と２０８ができ、選択されたメディアコンテンツは、装置で再生するためにメディアコン
テンツバッファにおいてバッファリングされうる。
【００３６】
　接続されたメディア環境内でのメディアのプレイバック
図２に、一実施形態に係る接続されたメディア環境の一実施例を示す。
【００３７】
　図２に示すように、一実施形態によれば、接続されたメディア環境２３０、例えばＳｐ
ｏｔｉｆｙ　Ｃｏｎｎｅｃｔ環境により、ルータ２５０のオプション使用を含む、接続さ
れたメディア環境内でのクライアント装置と、サーバ側メディアゲートウェイ又はアクセ
スポイント２４８との間の通信が可能になる。
【００３８】
　接続されたメディア環境内で提供されうるメディア機器の種類の実施例には、音声スピ
ーカー２３２、テレビ受信機２３４、コンピュータ２３６、スマートフォン２３８、及び
車内エンターテイメントシステム２４０、又は他の種類のメディア機器が含まれる。
【００３９】
　一実施形態によれば、アプリケーションユーザインターフェースを有するクライアント
装置は、被制御装置においてメディアコンテンツのプレイバックを制御する２５２、制御
クライアント装置として機能しうる。一実施形態によれば、クライアント装置はそれ自体
が、接続されたメディア環境内で他の機器によって使用するためのメディアゲートウェイ
として機能しうる。
【００４０】
　一実施形態によれば、被制御装置はまたメディアアプリケーションも含むことができ、
音声スピーカーの場合、テレビ受信機又は同様の機器は装置自体の内部にファームウェア
ロジックとして含まれうる、又は例えば個別のセットトップボックス、又は同様のアフタ
ーサービス装置等の内部に含まれうる。
【００４１】
　上述したように、一実施形態によれば、ユーザはクライアント装置においてユーザイン
ターフェースと情報をやり取りして、例えば選択された音楽又はビデオアイテムをユーザ
のクライアント装置又は被制御装置で再生する、又はメディアチャンネル又はビデオスト
リームをユーザのクライアント装置又は被制御装置にストリーミングする等、メディアコ
ンテンツへのアクセス要求を発信することができる。
【００４２】
　例えば、ユーザはそのメディアコンテンツを例えばスマートフォン等の制御しているク
ライアント装置でバッファリングする、ストリーミングする、又は受信する、及び再生す
るように要求すると同時に、例えば音声スピーカー等の一又は複数の被制御装置において
再生するために同時にバッファリングする、ストリーミングする、又は受信することが可
能である。
【００４３】
　同様に、例えばユーザは、メディアチャンネルを変えるためにメディア変更要求２５４
を発信することができ、これに応じて、メディアサーバは被制御装置でメディアチャンネ
ルを切り替えて、その後、被制御装置において切り替えたチャンネルのメディアコンテン
ツ２５６をストリーミングし続ける、又はバッファリングし続けることができる。
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【００４４】
　上述したように、ある場合には、被制御装置におけるチャンネルの切替えが途切れなく
行われるように、メディアコンテンツの一部を被制御装置で事前にバッファリングしてお
くことができる。
【００４５】
　図３に、一実施形態に係る接続されたメディア環境の一実施例を更に示す。
【００４６】
　図３に示すように、ユーザは例えばスマートフォン２６０を音声スピーカー２６２と組
み合わせて利用して、例えば音声スピーカーにおいてメディアチャンネルを変更するため
に、スマートフォンからメディア変更要求２７５を発信することができる。
【００４７】
　要求はメディアゲートウェイによって受信され、メディアコンテンツ２７６についての
要求としてメディアサーバへ伝達され、メディアサーバは次に、選択されたメディアコン
テンツ２８０へアクセス（例：再生）するように目的の装置（この例では音声スピーカー
）を制御することによって応答しうる。
【００４８】
　接続されたメディア環境内でのメディア機器の認証
　上述したように、接続されたメディア環境内で最適なユーザ経験を提供するために、メ
ディア機器の製品開発中に、機器が環境内で予想通りに確実に動作する又は応答するよう
に、各メディア機器の動作を好ましくは検査すべきである。
【００４９】
　図４に、一実施形態に係る接続されたメディア環境内で使用するためのメディア機器の
テスト及び認証を行うテスト装置を含むシステムを示す。
【００５０】
　図４に示すように、一実施形態によれば、テスト装置３００は、例えば一又は複数のプ
ロセッサ（ＣＰＵ）、物理メモリ、ネットワークコンポーネント、又は他の種類のハード
ウェアリソース、入力機構３０４、テストロジック３２０、及び複数のテストファイル３
３０等の物理的な機器のリソース３０２を含みうる。一実施形態によれば、入力機構はマ
イクロホンであってよい。
【００５１】
　一実施形態によれば、複数のテストファイル（例えば、テストファイルＡ３３２，Ｂ３
３４、Ｎ３３６）を各々使用して、例えば特定周波数を有するオーディオトラックのプレ
イバック等の特徴信号を生成することができる。
【００５２】
　一実施形態によれば、テスト装置は、音声スピーカー等のテスト下のメディア機器３５
０とメディアサーバとの間にエミュレートされたメディアサーバ３１２を有するメディア
ゲートウェイ３１０をエミュレートする。エミュレートされたメディアサーバは、メディ
アコンテンツにアクセスするためのサポートを含むエミュレートされたメディアゲートウ
ェイのコンテキスト内で、上述した（普通の）メディアサーバと同様の機能性を提供しう
る。
【００５３】
　一実施形態によれば、テストファイルに関連付けられたメディアコンテンツを再生する
、又は他のやり方でアクセスするために、テストスクリプト３４０を使用して、メディア
機器からのコマンドを制御する３５２又は真似ることができる。特定のテストファイルの
プレイバックは、例えばそのテストファイルによって生成された特徴信号に従い信号アナ
ライザ３０６を使用して、検出及び認識されうる。
【００５４】
　図５に、一実施形態に係るメディア機器のテスト及び認証を行うシステムを更に示す。
【００５５】
　図５に示すように、一実施形態によれば、例えば音声スピーカー３６０等のメディア機
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器におけるプレイバックを制御して、例えばテストファイルのメディアコンテンツにアク
セスするためにメディアの変更及び／又はその他の要求３６２を行うため、テストスクリ
プトが実行されうる。要求は、エミュレートされたメディアゲートウェイによって傍受さ
れ、エミュレートされたメディアゲートウェイはそれ自体のエミュレートされたメディア
サーバと共に、この実施例では音声スピーカーである目的の機器において対応するテスト
ファイルのメディアコンテンツを再生させる３６４。
【００５６】
　一実施形態によれば、音楽／歌の環境内で使用されるテストには、例えばオーディオト
ラックを読み込む、プレイリストを送り出す、次のトラックへスキップする、前のトラッ
クへスキップする、トラック内で検索する、プレイバック音量を変更する、プレイバック
を一時停止する、及び一時停止したプレイバックを再び開始する等のコマンドが含まれう
る。他の種類のメディア環境内で使用されるテストには、異なる種類のコマンドが含まれ
うる。
【００５７】
　一実施形態によれば、テストファイルのメディアコンテンツのプレイバックを入力機構
によって監視すること３６６ができ、結果として得られる情報はテストファイルのメディ
アコンテンツ３７０のプレイバックを評価するために使用され、テスト下のメディア機器
のテスト結果３７２が得られる。
【００５８】
　例えば、一実施形態によれば、マイクロホンを使用してテスト下のスピーカーからの音
声出力を記録して、音声出力の周波数を決定する周波数解析器へ音声出力を供給すること
ができる。テスト用スクリプトは、各々特定の音声周波数に関連づけられたトラックを再
生するコマンドを発信することができ、これによりテストコマンドが例えば次のトラック
を作動させるように処理された時に、出力周波数もこれに応じて変わるべきである。マイ
クロホンは変更された出力を監視することができ、テストロジックは、スピーカーが実際
に期待される正確なトラックを再生しているか否か、又はそのトラックの再生に何らかの
遅延があるか否かを決定しうる。
【００５９】
　上記情報を使用して、テスト下の機器のテストコマンドに対する応答性を決定すること
ができ、これにより接続された環境内での使用に対する機器の適合性が示される。
【００６０】
　例示の実施形態によれば、テスト装置は、マイクロホン、無線ルータ機能、及び適切な
エミュレートされたメディアゲートウェイ及びテストロジックを含む、Ｒａｓｂｅｒｒｙ
　Ｐｉユニット等の内蔵型コンピュータとして実行されうる。各テストファイルを使用し
て、特定周波数の正弦波であるオーディオトラックを再生することができる。
【００６１】
　テスト中に、適度に静かな部屋又は筐体内のテストされるべき音声スピーカーの前に、
テスト装置が位置づけされうる。音声スピーカーを、ユーザの認証等の機構に対するサポ
ート、及びトラック選択を含む、例えばＳｐｏｔｉｆｙ　Ｃｏｎｎｅｃｔ環境等の接続さ
れたメディア環境に対するゲートウェイとして機能するように構成された、テスト装置に
よって可能となる無線ネットワークとペアリングさせることが可能である。
【００６２】
　エミュレートされたメディアゲートウェイは、この実施例ではＳｐｏｔｉｆｙメディア
サーバに対するメディアアクセス要求を傍受しうる。テスト装置は次に音声スピーカーを
制御して、一連のテストコマンドを実行するように要求しうる。メディアアクセス要求に
対する音声スピーカーの応答を決定するために、鳴っている／出力された音の信号解析を
実施しうる。結果的な情報を使用して、例えばオーディオトラックの再生を開始する、次
のトラックへスキップする、プレイバック音量を変更する等のコマンドに対する音声スピ
ーカーの応答性を表すレポート又はスコアカードを作成することができる。
【００６３】
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　一実施形態によれば、テスト結果は、テスト装置自体のユーザインターフェースを用い
て、又は例えばテスト装置でアクセス可能なウェブページを用いて提供されうる。各テス
ト結果のセットは、メジアン、モード、及び標準偏差と共に各コマンド／作動が実行され
た回数を含む、実行されるテストの種類及び数等のデータを含みうる。
【００６４】
　機器の合格／不合格、及び／又は接続されたメディア環境内での使用に対して機器が認
証されうるか否かを決定するために、テスト結果を機器製造業者に返し、予め定義されて
いる限界値と比較することができる。
【００６５】
　一実施形態によれば、接続されたメディア環境での使用が意図される各メディア機器は
、機器が環境内に加わることを可能にする接続されたメディア環境のファームウェア又は
ロジック１２０を含むファームウェアを含みうる。
【００６６】
　例えば、Ｓｐｏｔｉｆｙ　Ｃｏｎｎｅｃｔ環境において、各機器は機器自体のメディア
環境内に、例えばＳｐｏｔｉｆｙから音楽をダウンロードする、あるいは例えばオーディ
オトラックを再生、早送り、及び一時停止する等のＳｐｏｔｉｆｙコマンドを処理する、
Ｓｐｏｔｉｆｙによって理解されるタスクをサポートする、ファームウェア又はロジック
、Ｓｐｏｔｉｆｙライブラリを含みうる。機器製造業者は、Ｓｐｏｔｉｆｙライブラリが
、例えば特定の歌のプレイバックを一時停止する等に使われる時に、その一時停止コマン
ドが機器のオーディオドライバにも伝達されるようにオーディオドライバとのやり取りを
可能にするラッパーと共に、機器においてメディアを実際に再生する動作を実施するオー
ディオドライバを含む、機器特有のファームウェアを提供しうる。
【００６７】
　メディア機器が接続されたメディア環境内で予想したように確実に動作するようにする
ために、開発用の特定メディア機器のテストは、その特定機器の最終的なバージョンとフ
ァームウェアにおいて実施すべきである。
【００６８】
　一実施形態によれば、テスト装置は、接続されたメディア環境と互換性があり、テスト
装置内のエミュレートされたメディアサーバに対してテストされているファームウェアの
信頼性を検証するために、ファームウェアと共に使用することができる秘密鍵を含んでい
てよい。こうすれば、メディア機器とそのファームウェアを最終的に発売する時に、機器
の接続されたメディア環境との互換性を確実にするために更に変更する必要がなくなる。
【００６９】
　上述した技術の主な目的は、接続されたメディア環境内で使用するメディア機器の認証
であるが、各メディア機器の動作はその製品開発中に検査することができるため、更なる
利点は、最終的な製品版の前に、機器のハードウェア又はファームウェアの潜在的な性能
の問題又はバグを見つけるためにもシステムを使用することができることである。
【００７０】
　図６は、一実施形態による、メディア機器のテスト及び認証を行う方法を示すフロー図
である。
【００７１】
　図６に示すように、一実施形態によれば、ステップ３８０において、テスト装置には音
声入力機構（例えばマイクロホン）、テストロジック、及び一又は複数のテストファイル
が備えられ、各テストファイルを使用して、プレイバックの際に特徴信号を生成すること
ができる。
【００７２】
　ステップ３８１において、テスト装置は接続されたメディア環境内でメディアゲートウ
ェイをエミュレートするように構成される。
【００７３】
　ステップ３８２において、メディア機器にテストファイルに関連付けられたメディアコ
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ンテンツにアクセスさせるために、テスト下のメディア機器に対して一又は複数のテスト
が実行される。
【００７４】
　ステップ３８３において、テストコマンドの受信に応じ、テスト装置においてエミュレ
ートされたメディアゲートウェイを介してテストファイルに関連付けられたメディアコン
テンツにアクセスするために、対応するメディアの変更及び／又はその他の要求がテスト
下のメディア機器によって発信される。
【００７５】
　ステップ３８４において、テスト装置は、テストファイルの信号特性に従ってどのテス
トファイルが再生されているかを決定するために、音声入力機構を使ってテスト下のメデ
ィア機器の出力を監視する。
【００７６】
　ステップ３８５において、対応するメディアの変更及び／又は他の要求の発信プロセス
は、追加のテストコマンドごとに継続される。
【００７７】
　ステップ３８６において、テストが完了すると、テスト下のメディア機器の性能又は認
証を決定するために、メディア機器の出力のセットがテストコマンドのセットと比較され
る。
【００７８】
　メディア機器の分散型テスト及び認証
一実施形態によれば、テスト装置を含むシステムをポータブルにする、あるいは分散型に
することができ、これによりシステムが遠隔サイト又は位置の音声スピーカー等のメディ
ア機器のテストを行い、例えば認証プロバイダ等の中心的な位置へテスト結果を報告する
のに使用可能となる。上記実施形態により、例えばメディア機器製造業者が、接続された
メディア環境内で使用するために自分たちの機器の認証を期待して、それらの機器の詳細
にわたるテストを実施することが可能になる。
【００７９】
　例えば、上述したように、一実施形態によれば、メディ機器の遠隔テスト及び認証のた
めに、特定のサイトでメディア機器のテストを行い、ネットワークを介して遠隔位置又は
認証プロバイダへ上記テスト結果を報告するのに使用するために、そのサイトにテスト装
置を配設することができる。
【００８０】
　図７に、一実施形態に係る分散型テスト環境において使用されうる、メディア機器のテ
スト及び認証を行うシステムを示す。
【００８１】
　図７に示すように、一実施形態によれば、例えば製造環境Ａ４１０、Ｂ４３０等の複数
のサイトの各サイトには、そのサイトでメディア機器のテストを行い、テスト結果４２６
、４４６を準備するのに使用するための上述したような一又は複数のテスト下のメディア
機器（４１２、４３２）、エミュレートされたメディアゲートウェイ４２２、４４２を含
むテスト装置４２０、４４０、及びテストロジック４２４、４４４が含まれる。
【００８２】
　一実施形態によれば、テスト結果は次に、テスト下のメディア機器の認証４７２を決定
する４７０ためにテスト結果４６２、４６４が使用されうる認証プロバイダ４６０へ伝達
され４５０うる。
【００８３】
　上述したように、結果として得られた情報は、例えばオーディオトラックの再生を開始
する、次のトラックにスキップする、プレイバック音量を変更する等のコマンドに対する
機器の応答性を記載したレポート又はスコアカードの作成にも、使用可能である。
【００８４】
　上述したように、環境内でメディア機器が期待したように確実に動作するようにするた
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めに、開発用の特定メディア機器のテストは、その特定機器の最終バージョン及びファー
ムウェアにおいて実施すべきである。
【００８５】
　更に上述したように、一実施形態によれば、テスト装置は接続されたメディア環境と互
換性があり、テスト装置内のエミュレートされたメディアサーバに対してテストされてい
るファームウェアの信頼性を検証するためにファームウェアと共に使用することができる
、秘密鍵を含んでいてよい。一実施形態によれば、各製造業者とそのテスト装置には、安
全性を更に高めるため、またその製造業者が自分たちのエミュレートされたメディアサー
バを動作させることが可能になるように、その製造業者及びそのテスト装置特有の鍵が備
えられていてよい。
【００８６】
　特定の実装態様では、各製造業者は、オン／オフ又は「テスト」スイッチ、ネットワー
ク接続、及びマイクロホンを有する内蔵型機器の形態のテスト装置を認証プロバイダから
受取ることができる。テスト装置は、テストされるべき機器の隣に位置づけされ、ネット
ワークに接続され、テストを始めるためにテストスイッチが起動されて、直接の結果が返
される。テスト装置はまた、レポートサーバに情報をアップロードするようにも構成され
うる、あるいは上述したように、機器に記憶された結果にアクセスすることを可能にする
内部ウェブサーバを含みうる。
【００８７】
　一般に、メディア機器製造業者は、製造した機器のテストを、ある程度信頼できるテス
ト結果が得られるまで一時間ほど実施しうる。すぐに否定的な結果に到達した場合は、一
般にテストの実施を続ける必要がない。同様に、すぐにとても肯定的な結果に到達した場
合、テストを続ける理由があまりない可能性があり、閾値に関わる状況において長くテス
トするために、時間をセーブしておくことができる。
【００８８】
　他の実施形態によれば、テスト装置は例えば音声スピーカーのクラスタと共に使用可能
である。例えば、クラスタ化環境では、１つの音声スピーカーをバックエンドメディアサ
ーバと通信するマスター音声スピーカーとして構成することができ、他の音声スピーカー
はマスターサーバから先導的な役割を引き受けるパートナー音声スピーカーであってよい
。上記環境において、テスト装置は例えば、複数の機器間でのメディアコンテンツのドリ
フトを検出するために、複数の音声スピーカーにわたってテストを行いうる。
【００８９】
　他の実施形態によれば、一般のテストスクリプトを用いて複数の音声スピーカーのテス
トを同時に行うために、多室テストを使用することができる。
【００９０】
　２以上のクラスタ化音声スピーカー間、又は多室環境内における通信の提供についての
具体的な詳細は、音声スピーカーの実装態様に記載される。
【００９１】
　図８は、一実施形態による、分散型テスト環境においてメディア機器のテスト及び認証
を行う方法を示すフロー図である。図８に示すように、一実施形態によれば、図６に対し
て上述した方法と同様の方法は、ステップ４９０において音声入力機構、テストロジック
、及び一又は複数のテストファイルとともにテスト装置を製造業者の現場に配設すること
ができ、プレイバックの際に特徴信号を生成するために各テストファイルが使用可能であ
る分散型テスト環境において使用することができることにおいて相違している。
【００９２】
　ステップ４９１～４９５は概して、上述したステップ３８１～３８５を反映しうる。ス
テップ４９６において、テストの完了時に、テスト下のメディア機器の性能の決定に使用
するために、（例えば接続されたメディア環境をホストするエンティティであってよい）
認証プロバイダへテスト結果が伝達される。
　ステップ４９７では、接続されたメディア環境内で使用するために、メディア機器の性
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能及び／又は認証の決定に使用するためのテスト結果を認証プロバイダが受信しうる。
【００９３】
　本発明の実施形態は、本開示の教示による、一又は複数のプロセッサ、メモリ、及び／
又はプログラミングされたコンピュータ可読記憶媒体を含む、一又は複数の従来の汎用、
あるいは特化したデジタルコンピュータ、計算装置、機械、又はマイクロプロセッサを使
用して便利に実装されうる。当業者には明らかとなるように、熟練したプログラマーによ
って本開示の教示に基づいて適切なソフトウェアコーディングを簡単に作成することがで
きる。
【００９４】
　幾つかの実施形態では、本発明は、コンピュータに本発明のいずれかのプロセスを実施
させるようにプログラミングするのに使用されうる、命令が記憶された非一過性記憶媒体
又はコンピュータ可読媒体（複数可）であるコンピュータプログラム製品を含む。記憶媒
体の例には、非限定的に、フロッピーディスク、光ディスク、ＤＶＤ、ＣＤ－ＲＯＭ、マ
イクロドライブ、及び光磁気ディスクを含む任意の種類のディスク、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｅ
ＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＤＲＡＭ、ＶＲＡＭ、フラッシュメモリ機器、磁気又は光カー
ド、ナノシステム（分子メモリＩＣを含む）、又は命令及び／又はデータを記憶するのに
好適な任意の種類の媒体又は機器が含まれうる。
【００９５】
　本発明の実施形態の前述説明は、例示及び説明のために提供されるものである。本書は
、本発明を網羅する、又は開示した詳細の形態に限定するものではない。当業者には、多
数の修正例及び変形例が明らかとなるだろう。
【００９６】
　例えば、上述した幾つかの例は概して、Ｓｐｏｔｉｆｙ　Ｃｏｎｎｅｃｔ環境の使用、
及びテスト下の音声スピーカーの説明であるが、本書に記載される特徴及び技術を同様に
、他の種類の接続されたメディア環境、及び他の種類のメディア機器と共に使用すること
ができる。
【００９７】
　実施形態は、本発明の基本原理とその実際の応用を最も良く説明するために選択及び記
載され、これにより当業者が、考えられる特定使用に適した様々な変形例と共に様々な実
施形態において本発明を理解することができるようになる。本発明の範囲は、下記の特許
請求の範囲及びそれらの同等物によって規定される。
【００９８】
　実施形態の項目別リスト
１．接続されたメディア環境内で使用するために、音声スピーカーと他のメディア機器の
テスト及び認証を行うシステムであって、
テスト装置であって、
入力機構と、
各々、特徴信号を生成するのに使用されうる複数のテストファイルと、
テスト下のメディア機器とメディアサーバとを含む接続されたメディア環境をエミュレー
トする、エミュレートされたメディアゲートウェイと
を含むテスト装置を備え、
テストは、テスト下の機器において再生する、又は他の方法でメディアコンテンツにアク
セスするためのコマンドを真似るために使用され、これにより、特定のテストファイルの
プレイバックが、これらのテストファイルによって生成された特徴信号に従って検出され
且つ認識され、
結果的に得られたテスト情報は、性能を評価することと、接続されたメディア環境内で使
用するためにメディア機器の動作を認証することの一方、あるいは両方に使用可能である
。
【００９９】
　２．入力機構はマイクロホンであり、各テストファイルが、特定周波数を有するオーデ
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。
【０１００】
　３．システムが、一又は複数のテストスクリプトを含み、一又は複数のテストスクリプ
トは、テスト下のメディア機器によって実行された時に、メディア機器に、テストファイ
ルに関連づけられたメディアコンテンツのプレイバック、あるいはその他の制御の要求を
発信させるように定義されたテストコマンドを含む、アイテム１に記載のシステム。
【０１０１】
　４．特定のサイトでメディア機器のテストを行い、上記テスト結果をローカルに報告す
るのに使用するために、テスト装置がそのサイトにおいて提供される、アイテム１に記載
のシステム。
【０１０２】
　５．メディア機器の遠隔テスト及び認証のために、特定のサイトでメディア機器のテス
トを行い、上記テスト結果をネットワークを介して遠隔位置へ報告するのに使用するため
に、テスト装置がそのサイトにおいて提供されうる、アイテム１に記載のシステム。
【０１０３】
　６．接続されたメディア環境内で使用するために、音声スピーカーと他のメディア機器
のテストを行い、認証を提供する方法であって、
入力機構を含むテスト装置において、各々、特徴信号を生成するのに使用されうる複数の
テストファイルにアクセスすることと、
テスト下のメディア機器とメディアサーバを含む、接続されたメディア環境をエミュレー
トする、エミュレートされたメディアゲートウェイを実行することと、
前記テスト下の機器において、メディアコンテンツを再生する、又は他の方法でメディア
コンテンツにアクセスするコマンドを真似るためにテストを実行することと、
これらのテストファイルによって生成された前記特定信号に従って、特定のテストファイ
ルのプレイバックを検出し認識することと、
結果的に得られたテスト情報を、前記接続されたメディア環境内での性能を評価すること
と、前記メディア機器の動作を認証することの一方、あるいは両方に使用することと
を含む方法。
【０１０４】
　７．前記入力機構はマイクロホンであり、各テストファイルが、特定周波数を有するオ
ーディオトラックのプレイバックを生成するために使用される、アイテム６に記載の方法
。
【０１０５】
　８．前記システムが、一又は複数のテストスクリプトを含み、一又は複数のテストスク
リプトは、前記テスト下のメディア機器によって実行された時に、前記メディア機器に、
前記テストファイルに関連づけられたメディアコンテンツのプレイバック、あるいはその
他の制御の要求を発信させるように定義されたテストコマンドを含む、アイテム６に記載
の方法。
【０１０６】
　９．特定のサイトでメディア機器のテストを行い、上記テスト結果をローカルに報告す
るのに使用するために、前記テスト装置がそのサイトにおいて提供される、アイテム６に
記載のシステム。
【０１０７】
　１０．メディア機器の遠隔テスト及び認証のために、特定のサイトでメディア機器のテ
ストを行い、上記テスト結果をネットワークを介して遠隔位置へ報告するのに使用するた
めに、前記テスト装置がそのサイトにおいて提供されうる、アイテム６に記載のシステム
。



(16) JP 6423538 B2 2018.11.14

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(17) JP 6423538 B2 2018.11.14

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(18) JP 6423538 B2 2018.11.14

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０１３－２４３６２１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１８４７２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－２２８８１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－３２５０５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０６１１６４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　１７／００　　　　
              Ｈ０４Ｎ　　２１／００
              Ｈ０４Ｎ　　　５／６０　　　
              Ｈ０４Ｒ　　２９／００　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

